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オルタナティブな銀行の「社会的」な融資

コミュニティ・デベロップメント・バンクについて

唐　　木　　宏　　一

1．　はじめに

　コミュニティ・デペロップメント・バンク　（以下CD　Bank）とは，米国にお

いて，荒廃したコミュニティの再生を図る地域住民自身の目立的で自律的な活動

であるコミュニティ・エコノミック・デベロップメント（以下CeD）に対して

資金の融資等金融サービスの提供を営利事業として行う銀行であ乱その活動の

領域は，大都市中心部に位置し居住者のマイノリティ比率が高く政府や企業によ

る様々なサービスが他のエリアに比べて十分に提供されないようなエリアである

インナーシティから農村部まで多岐にわたってい乱日本のアカデミズムでも近

年取りあげられている1〕「狭い地域の地域社会を営業基盤とし，その地域の『小

企業の生命線，家族事業の助け手』たることを自らの存在理由としている小銀

行」2）であるコミュニティ・バンクとCD　Bankとは，　前者が既存のコミュニ

ティの維持もその目的とし，新規に地域に流入したマイノリティ等を取弓1相手と

しないことがあるという点で，必ずしも一致するものではない。従来一般の銀行

が取引を回避する傾向にあった地域の貧困層との取引等CeDの領域に対し金融

サービスを提供すること，経済性だけではない社会性が，CD　Bankがコミュニ

ティ・バンク等の一般の銀行と異なる最大の特徴である。

　CeDに対して資金を供給する金融機関コミュニティ・デベロップメント・

ファイナンシャル・インスティテユーション（以下CDFI）には様々な形態があ

るが，CD　Bankは社会的な総合金融サービスの提供を本来的に経済性が優先さ

れる営利の事業として行う点がユニークといえる。
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オルタナティブな銀行の「社会的」な融資 （65）

　CD　Bankの口萬矢とされ，CD　Bankの活動を世に知らしめたシカゴのショアバ

ンクが事業を開始したのは1973年であったが，その活動に特に注目が集まるに

至ったのは近年のことで，1990年代半ぱ以降当時のクリントン大統領によって当

初のCD　Bank100行構想からCDFIファンドが創設される等の支援政策が始まっ

てからのことであ乱クリントン民主党政権からブッシュ共和党政権への交代に

伴い，政府によるCDFIに対する支援は後退しているが，ソーシャル・インベス

トメント・フォーラム（主として金融関係者によって構成され社会的責任投資に

関する調査・教育を行うNPO：以下SIF）の主催によるCDFI支援キャンペー

ン“1％IN　COMMUNITY’’が2002年に始まるなど，CDFIに対する期待は引

き続き大きいといえよう。

　本研究の目的は，CD　Bankそのもののみを分析するのではなくそれを取り囲

む環境との関係を踏まえながら，分析の枠組みとして企業と社会をとらえる視点

をまず検討（2節）したのち，CD　Bankの機能，構造を分析し，意味を検討す

る（3節）ことで、社会的事業の遂行にあたっての政府・企業・市民社会の3セ

クターの関係や営利企業の社会性にっいて考察する（4節）ことである。

2．企業と社会をとらえる視点

　本節では，次節以降のCD　Bankの分析に先立ち，分析の枠組みにっいて検討

する。

　米国において企業と社会の関係に関する議論は，企業の規模と影響カの拡大に

伴う公害問題や労働問題等企業の経済活動がもたらすネガティブな影響に対する

社会（企業外）の側からの批判，いわゆる「企業の社会的責任」についての議論

として登場してきた。これに対し当初アカデミズムにおいては，東西冷戦を背景

にイデオロギー的に資本主義・自由市場を擁護する立場にたち，企業の目的は資

本収益の最大化であるとするM、フリードマンに代表される規範論的基本主義的

なアプローチが支配的であった。が，産業構造の高度化・巨大企業の誕生と社会

への影響の増大，それに伴う大衆消費社会の到来とベビー・ブーム，ベトナム戦

争の長期化と景気の悪化という社会の変化を受け，コミッティー・フォー・エコ
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（66） 一橋論叢第128巻第5号平成14年（2002年）11月号

ノミック・デベロップメントの1971年の報告書Soc｛α1他sヵoη∫伽肋2s　o∫肋∫｛一

η2∫s　Coゆo伽ゴo腕∫に代表される　「啓発された自己利益」説やデイヴィスとブロ

ムストロームが1971年の肋s加2ss．Soc｛的α〃肋〃oη刎2ηfで述ぺた「権カー

責任均衡法則」等企業が「社会的責任」を負う理由にっいての議論や，キャロル

の段階的責任論3）等収益の最大化も含めた企業の社会的責任とは何かについての

議論が高まるに至った。それらの議論は各々問題を含むものの4〕，社会の変化を

背景に規範論的アプローチよりも広い視野に立ち企業を分析するに至った点は評

価できると考えられる。

　このような文脈のなかから1980年代に登場し，現在も米国ビジネス・スクール

のコース等実践的経営教育の場において重視されている議論が，利害関係者すべ

てを考慮した経営を求めるステイクホルダー理論や企業のあり方に対する倫理的

な批判からスタートしたビジネス・エシックス理論である。両者は互いに結びっ

きながら，“Business　and　Society”と呼ばれる領域の議論の重要な部分を占め

ている。それらは，それ以前の議論に比べるとヨリ企業の外部を意識した議論と

なっているとはいえるが，やはりそれ以前の理論と同様，企業と社会の相互に影

響を与え合うダイナミックな関係を説明しきれていない。すなわち，両者とも基

本的に企業：経営者の立場からの議論であるということである。ステイクホル

ダー理論において利害関係者とは自社の行為に対する反応を考慮するとはいえ結

局働きかける対象でしかないし，ビジネス・エシックス理論に関してはすべての

時代すべての場所に通じる規範設定の困難性や，ある規範をその場所・時代にお

ける社会契約と仮定したとしても社会の変化に伴う規範の変化を社会契約論では

明確に説明できないといった問題がある。前者には双方向性の，後者には経時的

変化の視点が乏しいともいえよう5〕。その一方で，現実社会における企業と社会

の関係は，1980年代以降のNPOの発達に伴うNPOによる企業評価やソーシャ

ル／グリーン・コンシューマリズムといった形態での社会の側からの企業評価の

広まりや，社会的責任投資（Sociauy　Responsib1e　Investment以下SRI）への

注目とその漸次的な広まりにより，一層の変化を続けている。

　これら従来の議論に共通する問題点は，企業とそれをとりまく外部環境として
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オルタナティプな銀行の「社会的」な融資 （67）

の社会という対立軸の設定にあるのではないか。企業は真空状態の中で活動して

いるのではない。企業と社会とは相互に影響を与え合い，それによりそれぞれ自

身も変わっていくものである。っまり，企業自体が社会との相互作用によって変

化していくため，企業を絶対的な観測の基準とすることは，観測結果に歪曲を生

じさせる恐れがある。企業をヨリ大きな集合である社会の構成要素の1っとして

理解し，他の構成要素との相互の働きかけを通じてそれぞれがダイナミックにさ

らに変化を続けていく，「社会経済システム」とみる見方が必要であろう。

3．CD　Bankの機能と構造

　本節では2節の見方を踏まえ（1）にてCD　Bankの機能を（2）にて外的構

造，（3）にて内的構造を検討したうえで，（4）で以上から導かれる意味を検討

する。

　（1）機能

　CD　Bankの機能を検討するためには，なぜCD　Bankが社会を構成する他の

主体に影響を与えうるのかから説明する必要がある。それには，CD　Bankが資

金を供給する対象であるCeDとは何か，その歴史的経緯から理解する必要があ

るであろう。

　CeDは，現代の米国における最も大きな社会問題の一つである大都市イン

ナーシティ問題への対策として注目されている。1960年代後半以降，豊かな社会

が次第に実現される一方で，大都市の中心部では居住者の入れ替わり（富裕層白

人のより良い住環境を求めての郊外脱出と，空いたスペースヘのマイノリティを

主体とする貧困層の職を求めての流入）が起こることとなった。マイノリティ層

＝共同紐帯を持たぬ異質な住民の流入は地域住民の「共同性」を失わしめ，従来

そこにあったコミュニティを破壊した。一方，流入したマイノ■」ティ層は根強く

残存する差別意識から職を得ることは困難であった。そのため，その居住エリア

は犯罪等反社会的行為の温床となり，ビル等物的インフラの所有者は改修を放棄，

これらを嫌った1日住民はさらに流出しそこにまたマイノリティ層が流入し，地域
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（68） 一橋論叢　第128巻　第5号　平成14年（2002年）11月号

の荒廃はさらに進行するといういわば劣化のスパイラルが形成された。新しい屠

住者であるマイノリティ層は，政府や企業による十分なサービスを提供されず

「貧困」状態におかれることとなった。これがインナーシティ問題である。

　これに対し，政府主導による選別投資や街区の高質化などの対応がなされ，投

入された資金の貧困層への滴下（トリックル・ダウン）による貧困の解消か図ら

れたが，それらは必ずしも奏効してこなかった。

　ところが，貧困＝問題の本質をセンのいうケイパビリティの剥奪としての貧困，

パットナムらのいう「社会資本」の喪失ととらえると，とるべき開発の方策は明

らかとなる。それが，①コミュニティ住民による自律的活動であること，②それ

によって住民が経済的に自立できること，③自律・自立が持続可能であること，

の3点を要点とするCeDである。求められるのは上からの開発の押し付けでは

なく，支援〒エンパワーメントなのである。

　企業はこのCeDに必要な物的資本，人的資本，知的資本，資金という4っの

資本の有力な供給者たりうる。企業による資本の投入は，地域住民にとって奪わ

れていた資本へのアクセス権の回復にっながるという意味で，まさにエンパワー

　　　　　　6）メントとなる。

　CeDに携わる企業が脚光を浴びるようになったのは政府による福祉領域の

サービス供給が後退した1980年代中盤以降であるが，一般に企業が積極姿勢を示

すようになってきたのは，90年代になりインナーシティが企業にとって様々な可

能性（潜在的マーケット，商晶サービス改善の源泉，労働者の供給源）を有する

ことを企業が認識し，景気の安定を背景に（限られた資源を有効に使うという本

来の意味では好景気を必要としないものであるか）「戦略的フィランソロピー」

　　　　　　　　　　　　　　　　　7〕に乗り出した比較的近年のことである。

　上記4っの資本のうち，それによって他の3っの資本を直接調達しうるという

点で，資金は特に重要な資本といえる。が，次項で詳述するように金融機関が融

資差別を行っていたため，資金はインナーシティの事業主体にとって最も得るこ

とが困難な資本でもあった。これをコミュニティに供給するものがCDFIであり，

営利企業としてそれを事業として行うものがCD　Bankであ乱
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オルタナティブな銀行の「社会的」な融資 （69）

　ところでCDFIがCeDに貸金・投資を投入するためには，そのための原資と

して資金を預金等により集める必要がある。CDFIにとって預金等はその活動に

対する社会からの支持といえる。預け入れる側はCDFIへの資金投入にあたり預

金が払い戻しされなくなるデフォルト等のリスクを負うこととなるが，CD

Bank及び信用組合CDCUへの預金は一定額までではあるが預金保険の対象と

なるため，それらは広く安定的に預金を集めることが可能であり，それゆえ資金

　　　　　　　　　　　　　　　　囲）を安定的に供給することが可能である。

　資金の借り手である事業者は，資金というエンパワーメントを受け事業を開

始・拡大し，事業を通じて人々は生活を同上させる一方人と人とのっながりが新

たに生まれ，破壌されたコミュニティの再生・新生が始まる。これがCD　Bank

の機能であり，CD　BankはCeDにおいて有効に機能しうるのである。

　（2）外的構造

　従来一般の金融機関は，荒廃するコミュニティに対してむしろ与信の忌避

（レッドライニング：マイノリティ層の多く住むエリアを地図上で線引きし，そ

のエリアの居住者に対して貸出をしない等差別的な取り扱いをすること）という

姿勢でのぞんだ。差別を受けたエリアの住民は建物等インフラを改修しようとし

てもその資金を借入れできないため，むしろレッドライニングが都市の劣化を促

進した面も指摘できる。この金融機関の問題行動への規制として設けられたのが，

当初1977年に制定され，89年に強化がなされた地域再投資法（Community　Rein－

　　　　　　　　　　　　　　　9）vestment　Act以下CRA）である。

　CRAは条文の冒頭に「地域コミュニティの信用需要に継続的かっ積極的に応

じていく義務」を明言己し，対応状況の劣る金融機関に対しては預金保険の申請や

店舗の設置や改廃，合併など業務に制限を与える。各金融機関の対応状況格付け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m）（4段階評価）や評価書はインターネット上に公開されている　。評価は金融機

関の立地するエリアのセンサス・リポートに基づく各所得層の分布に対する貸

出・投資・サービス提供の状況を分析し行われる。CRAによりメインストリー

ムの金融機関もコミュニティに目を向けざるを得なくなったわけであるが，近年
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は新たなビジネス機会としてこれに積極的に取り組むケースもある1l）。

　しかし，CRAの制定される以前より，信用機会の平等を謡い、インナーシ

ティをはじめとする政府や企業による十分なサービスを得られないエリアの再開

発を事業ドメインとする金融機関は存在してい㍍　それが，CD　Bankなどの

CDFIである。CDFIは銀行形態のCD　Bank，信用組合CDCU，　ローン基金

CDLF，ベンチャー・キャピタルCDVCF，マイクロ・ローンMDLFの5種類

があり，それぞれ事業目的や統治形態，対象顧客や資金源などが異なる。各々の

詳細にっいては表1を参照されたい。

　　　　　　　　　　　　　表1　CDFI各種業態比較表

種類 CD　Bank CD　Credit CD　Loan　Fund CD　Venture Microenterprise

UniOn Capita1Fund Development

Loan　Fund
（業態） 銀行 信用組合 ローンファンド ベンチャー マイクロローン

キャピタル ファンド

事業目的 投融資を通
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　’コミュニア

個人や社会的機 コミュニティの 個人事業者等ごく
じ低所得コ イの資産や 関投資家から市 不動産事業者や 小規模で既存の信
、　　　　　　　　　　　　一　　’ミユーフ■イ

貯蓄の保有 場を下回るレー 中小起業案件に 用供与を得られな
再建のため 促進、信用 トで資金を調達 資本の形態で資 い事業に関わる低
の資本を供 供与、低所 し、都市及び農 金を供給。 所得の人々に対す
給。 得者への金 村部の低所得コ るローンや技術的

融サービス ミュニティの非 支援により事業開
提供。 営利住居・事業 発を育成。

開発業者に貸出

統治形態 営利企業。 低所得者に NPOや民主的 営利企業か非営 非営利・民主的組
所有形態 株主の所 より所有・ 　、　　　　　　　　　　　　’コミュニアイ、 利組織。 織。ピア・レン

有。コミュ 運営される 投資家、借入人 ディンクのモデル
ニティの代 非営利金融 が理事会・ロー では借入れ人のグ
表者を役員 共同事業 ン委員会を構成 ループがローン決
に。 体。 定。

借入れ利 NPO、　個 組合メンバ NP0、　公共的 小規模事業者 低収入の個人、起
用者 人起業家、 一（通常は サービス提供 業者

小規模事業 個人） 者、小規模事業
・住宅開発 者

業者

資金源 個人、　団 組合員及び 財団、銀行、宗 財団、企業、個 財団、行政
体、行政か 社会的投資 教団体、企業、 人、行政

らの預金 家・行政か 行政、保険会社
（市場より らの預金 や個人

低レート
も）

出所：CDFI　Coalitionのウェプサイト（http：〃wwwcdfi．org／）より。一部抜粋
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　　　　　　　　　オルタナティプな銀行の「社会的」な融資　　　　　　　　（71）

　CDFIは，1994年のCDFIファンド蜆〕の創設など政府の支持を得て，また，

SRIの一分野であるコミュニティ投資の対象として投資に経済性だけでなく社会

性を求める個人・法人・機関投資家の支持・資金投入を得るほか，さらにメイン

ストリー一ム金融機関よりCRA対応のツールとして支援を受ける旧）など，事業規

模・資金量を拡大しっっある1一〕。以上がCD　Bankを取巻く外的構造である。

　（3）内的構造

　次に内的構造を見ていこう。一般的にCp　Bankを運営していく上では，以下

の3点がその主要な構造的特徴として考えられる。

　①債権内容の不確実性→本体・関連法人・NPOによる経営指導→コスト高

　②小規模事業者向け融資が多い→小口融資に起因するコスト高

　③預金者による目的を持った預入→固定性預金比率が高いことから生じるコス

　　ト高

　以上の諸点を1節でもふれたCD　Bankの回蕎矢として知られるシカゴのショア

バンクをケースとして，どのように対応しているかをみていくこととするが，分

析に先立ち，ショアバンクについて簡単に沿革，概要について触れておこう。

　ショアバンク（設立時はサウス・ショア・バンク。2000年12月に現商号に変

更）は1973年に，金融サービスを受ける機会の平等を問題意識として活動してい

たR．グルジウィンスキーら4人の創業者が金融持株会社イリノイ近隣開発を前

オーナーより購入し，創業。都市再開発企画運営を行う不動産開発会社シ・ヨアバ

ンク・デベロッノメント・コーポレーションや小規模事業者に起業・経営指導を

行うNPOショアバンク・ネイバーフッド・インスティテユート（以下SNI），

小規模事業への出資・経営支援を行う投資会社ショアバンク・キャピタル・コー

ポレーション等をグループ内に持ち，CeDの様々な分野に積極的に関与してい

る15〕。また，近年はオハイオ州やワシントン州等に積極的に拠点を拡大するほか，

東欧諸国の開発にも関わっている。業容面・量的規模にっいては創業以来拡大を

続けており（表2参照），2001年末時点で預金量855百万米ドル・貸金量662百万

米ドルと，我が国の信用金庫中規模クラス並となってい乱
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表2　ショアバンク（単体）業容推移（単位：干米ドル）

年 総資産 預金 貸金 ネット収入 株主資本

1973 44，200 40，600 16，200 159 2．800

1975 42，979 39，107 23，461 194 2，747

1985 120，072 110，450 77，553 1，263 7，650

1995 453，422 365．426 236，668 2，500 23，261

2000 972，256 719，519 513，987 7，518 45，846

2001 1，193，252 855，464 654，728 1O，l1O 53，090

出所：Taub（1988）及びFD1Cウェプサイト（httpl〃www2．fdic．gov／Can＿TFR＿Rpts／）等

より

表3　同小規模事業資金貸付収入レベル毎分布状況（＃1件数）

Census　TractIncome　Level

％
o
f
T
o
t
a
l
N
u
m
b
e
r
o
f
小
規
模
事
業
（
％
o
f
＃
）

AggregateLendingData（％of＃）　　　　　1999

1999 2000 Tota1

＃ ％ ＃ ％ ＃ ％

Low 9％ 5％ 20 15％ 34 27％ 54 21％

Moderate 17％ 16％ 26 19％ 25 20％ 51 19％

Middle 40％ 43％ 31 22％ 39 31％ 70 27％

UpPer 34％ 36％ 60 44％ 27 22％ 87 33％

Total 100％ 100％ 137 1OO％ 125 100％ 262 100％
出所：FDlC（200工）（Shorebankの最新CRA評価書）より

　それでは，3っの構造的特徴にっいて見ていこう。

　①について，ショアバンクのビジネス・バンキング部門の債務者におけるマイ

ノリティの比率は約52％である16）。また貸出先の地域分布を見ても地区金融機関

平均に比し中低所得者層居住エリアに対して厚く貸出を行っている（表3参照）。

このことは・従来メインストリーム金融機関が顧客としてこなかった，小規模で

銀行取引に憤れておらず経営管理が未熟である可能性の高い債務者が多い可能性，

すなわち債権内容の不確実性の高さを意味するものと考えられる。しかし，ショ

558



　　　　　　　　　　オルタナティブな銀行の「社会的」な融資　　　　　　　　（73）

アバンクの貸倒れ発生率は98－00年の平均でO－203％17）と非常に低く一般的金融機

関に比べ優勢（通常の約10分の1）となってい乱その要因としては，関連法人

（上言己SNI，ショア・アドバイザリー・サービス等）を用いての肌理細かい経営

指導が考えられる。債務者に対する密接な対応は本来コスト高要因となるが，

ショアバンクの場合は関連NPO（SNI）を用いることで，コストの外部化によ

りそれをカバーしているといえよう18〕。

　②にっいて，ショアバンクのビジネス・バンキング部門の平均ローン規模は

　　　　19〕242千ドル　。ショアバンクはその立地するエリアがもともと商工業地域ではな

く住居地域であったという歴史的経緯から貸付のカ点を低所得者向け住宅等，再

開発にかかる不動産関連融資においてきたため，事業資金貸付は必ずしも近隣金

融機関に比べて小規模とはなっていない。従って本件②に関しては，ショアバン

クはケースとして適切とはいえない。しかし，一般論としてCD　Bankは小規模

事業者を取引対象とする機会が一般的銀行より多いと考えられ，小規模の貸金の

占める比率が投入金額当たりのコストを一般的銀行よりも高める可能性が考えら

れるため，なんらかの対策は必要であろ㌔一つの方法としては，例えば，CeD

の小規模事業育成というミッションとの兼ね合いを当然考慮した上で，貸金の採

り上げごとに手数料をとるという方法が考えられるのではないか。

　③については，ショアバンクの調達構造を見てみると同地区同規模同業態の銀

行と比較して，利付預金比率が高いため利付預金の平均金利は高くないにもかか

わらず預金全体の平均金利は他行に比べ高くなっていることがわかる（表4参

照）。これは預け入れられる預金がコミュニティ投資という目的をもったものが

多いため，定期性・利付きの預金の比率が必然的に高まってしまうために起こる

現象で，CD　Bankにとって不可避であ乱カバー策としては預金金利を市場よ

りも低めにするという方法が考えられる。

　以上のコスト高要因にもかかわらず，コストを運用面＝貸出金利でカバーする

のは，社会性要因（コミュニティの経済的自立を助ける）からも，他金融機関と

の巾場競争要因（近年同市場に参入する金融機関が増加）からも困難である。こ

れへの対応策としては，営業エリア外からも広く，そして可能であれぱ市場に比

559



（74）　　　　一橋論叢　第128巻　第5号　平成14年（2002年）11月号

表4　同地区同規模同業態銀行との比較（単位：千米ドル）

Shorebank AmalgamatedBank Associated　Bank Mamfactu祀rs　Bank

貸出金（00／12末時点） 507，247 293，122 476，557 1，043，326

預金（00／12末時点） 719，519 445，028 520，564 1，069，681

利付預金比率 94．OO％ 70．00％ 80．53％ 94．68％

預貸率 70．50％ 65，87％ 91．55％ 97．54％

貸出平均金利 8．15％ 1O．46％ 8．38％ 8，24％

預金平均金利 4．17％ 3．33％ 3．76％ 3．71％

利付預金平均金利 4．43％ 4．76％ 4．67％ 3．92％

期中従業員数（期末平均） 273 198．5 117 309

一人あたり人件費 45．2 67．9 53．4 59．5

出所．FD1Cウェブサイトより。右の3行はシカゴ市内で営業中の簡業銀行53行の中で、比較

的量的規模の近い州法加盟（連邦準備制度非加盟）銀行。

べて低金利での預金を獲得すること（ショアバンクの場合，その主力調達商晶で

ある「デベロップメント・デポジット」は全米より市場並の金利を付与し集めて

いる）や，貸出に関しては，元本の一部保証がなされるものや手数料収入が望め

るもの等連邦および州政府のバックアップのある貸出商晶（SBA7（a），キャピ

タル・アクセス・プログラム等）に積極的に取り組むこと等が挙げられる。そし

てこれらの取組みによりショアバンクは黒字計上，株主への配当を続けている。

　（4）機能・構造のまとめ，意味

　CD　Bankの機能とは，社会問題の解決へ向けての市民社会セクターの活動へ

の企業セクターからの支援，働きかけとみることができる。市民社会セクターは

この働きかけを肯定的に評価し，CD　Bankに対してプラスのサンクションとし

て資金を預入したり有料の金融サービスを利用したりする。同様に政府セクター

は，プラスのサンクションとしてCDFIファンド等のCD　Bankの活動を支援す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20〕る制度を設ける。それらのプラスのサンクション　によって，CD　Bankはヨリ

活動しやすい環境を得，活動を活発化する。
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　一方，CRAとは，市民社会に対してマイナスの影響を与える市場セクター：

メインストリームの金融機関に対する政府セクターのマイナスのサンクションに

他ならない。CDFIに預金・投資をしようというSRIのコミュニティ投資も，

CDFIにとっては市民社会セクターからのプラスのサンクションと考えられる。

また，CD　Bankの内部構造上の問題点であるコスト高要因の1つ（上記③）は，

市民社会セクターからのプラスのサンクションの意図せざる結果であり，それら

コスト高要因への対応策としてCD　Bankが利用するのは，政府セクターによっ

て作られた諸制度である。

　以上のようにCD　Bank及びその外部環境から，3つのセクターがシステム的

に相互に影響を与え合い，それによってそれぞれが変化し，新たな関係のシステ

ムを生成してゆく過程を見ることができる。

　続いてCD　Bankの意味を検討していこう。CD　Bankは，メインストリーム

の金融機関が従来提供してきたサービスでは満たされなかった二一ズに応じるも

のであり，金融機関のオルタナティプといえる。ただし，この場合の「満たされ

ぬ二一ズ」が一部の者のものであり，すべての人がその同じ二一ズを持ちうるも

のではないため，それに応じることが標準とはなりえまい。従って，CD　Bank

はあくまでオルタナティプに過ぎず，メインストリームにとって代わるものとは

なりえないであろう。

　しかし，オルタナティブの登場を契機に二一ズの可視化・顕在化が行われるこ

とで，メインストリームは受動的乃至は自発的に活動・あり方を変化させること

となる。二一ズが不公正に起因するものであるならば従来の主流的行動／支配的

なあり方に対する批判とそれに基づくマイナスのサンクションがなされ，メイン

ストリームのあり方は変化を余儀なくされる。また，その二一ズが普遍性を持ち

うるものであるならば，新たに顕在化した市場に対し働きかけうるようにメイン

ストリームは目らその行動を変化させていく。オルタナティブの登場を機に，社

会や企業のあり方はそれらを踏まえた新たなものに変化する。本件CD　Bankの

ケースでは，CRAの制定とCDFIの登場との関係性は明瞭ではないが，CD

BankをはじめとするCDFIとCRAの存在がSRIやCDFIファンドのプログラ
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ムなどを通じてメインストリームの行動に変化を与えてい乱ここからも，諸セ

クター，諸要素閻の相互作用から新たなセクター，要素問の関係，新たなシステ

ムが生じるダイナミックな動きが読み取れる。

4．営利企業の「社会性」とは何か

　本節では前節までの議論を踏まえて，営利企業の社会性について検討する。

　ここで，もう一度CD　Bankの活動状況を見てみよう。CD　Bankの活動とメ

インストリームの銀行の活動とは何が異なるのであろうか。定量的なデータ

（CRAの評価書1表3）を見ると，ショアバンクの中・低所得者層居住地域の債

務者に対する貸出の総貸出に占める比率は同地区の事業者統計比率に比べ優位を

示してい乱ところが，例えば貸金採りあげの金利については，ショアバンクの

ビジネス・バンキング部門責任者は，特に低金利の適用はしておらず，市場並乃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21）至はそれを若干上回る金利を適用していると述べているし　，SBA等の保証の

っかない融資（プロパー与信）の審査にあたっては，債務者の属性が社会的であ

るからといって必ずしも優遇するものではなく，一般の銀行同様に事業のキャッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22〕シュ・フローを重視した判断が行われている　。いわぱ市場原理に従った運営が

なされているといってもよかろ㌔にもかかわらず，定量面において従来満たさ

れていなかった二一ズにヨリ応じている（＝ヨリ社会性を持っ）という結果が出

ているのはなぜだろうか。

　その理由は，ショアバンクでは借入れの申し出への対応にあたって，審査以前

での申し出人の属性による排除を行っていないということではないだろうか。メ

インストリームの銀行では，「総合的与信判断」と称し審査以前での排除による

借入れ申し出の謝絶をしている可能性がある。この不透明性，先入見による公平

性と公正性の欠如が，メインストリームにおいて「社会性」を減じさせる大きな

要因の一っになっていると考えられる。すなわち，公平性と公正性，及びそれら

が欠如していないことを明示する透明性こそが，営利企業の社会性：「社会的責

任」の必要条件となるのではないだろうか。

　営利企業である以上，収益というボトムラインを基準からはずすことはできな
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い。それに「社会性」というもう一っのボトムラインを加える場合，それを量る

にあたっては公平性，公正性，透明性が基準たりうるということが，以上より考

えられよう23）。「社会的」な融資とは，これらの3つの属性を備えた姿勢に基づ

く融資である。そして，それらの属性を事業の中核におく社会的企業（Socia1En－

terprise）が，近年欧米で注目を集めているように，現代の社会では求められる

ようになってきたといえよう。

　また，「ショアバンクは箏前的な排除を行わない」という社会からの評価が，

従来排除されてきた層に属する優秀な事業者をショアバンクにヨリ向かわしめる

一方，他セクターからのプラスのサンクションを弓1き出し，それらがショアバン

クの社会的，経済的パフォーマンスを一層の向上へと導きうるものとも考えられ

る。収益性とは別次元にあると考えられていた社会性が収益性に影響を与えうる

ことを，営利企業は改めて認識する必要があろう。

5．結語

　本研究の目的は，CD　Bankの機能，構造を分析し，意味を検討することで，

社会的事業における3っのセクターの相互関係や営利企業の社会性にっいて考察

することであった。まず，社会経済システムという枠組みを導入することで営利

企業による一見すると営利追求に結びっかない活動の説明が可能となる。その枠

組みに基づき，CD　Bankとそれをとりまく環境の関係とそれらの構造的特徴，

満たされぬ二一ズヘの回答としてのCD　Bankの社会的事業の遂行において，3

つのセクターがシステム的に相互に影響を与え合い，それによってそれぞれが変

化し新たな関係のシステムを生成してゆく過程を見ることができた。また，公平

性と公正性，及びそれらが欠如していないことを明示する透明性こそが，営利企

業の社会性の必要条件たりうることをCD　Bankの具体例から導くことができ㍍

　一方残された課題であるか，まずCeDと金融機関という問題領域に関しては，

今回あたったケースがCD　Bankのみで，しかもあたることのできたケースが少

なかったため，より多くのケース，CDCUやCDLFなど他の業態についても検

討が望まれる。次に，営利金融機関と社会という問題領域を考えるならば，今回
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は米国のCeDにかかるケースを取り上げたが，他国のケース，例えばオランダ

のトリオドス・バンクや英国のコーペラティブ・バンクといった欧州のソーシャ

ル・バンクや，フィリピンのカード・バンクやポリビアのバンコ・ソリダリオと

いった開発途上地域において活動する銀行に関しても検討することが望まれよう。

さらに，それらの問題領域の拡大をしていくことで，金融と社会をめぐる議論の

体系を単に倫理のみに頼ることなく構築していくことが，今後の課題と考えられ

る。

1）　日本金融学会2000年度秋季大会の第2日自由論題のセッションで，「米国のコ

　　ミュニティバンク」をタイトルに3名の報告か行われた。

2）上記セッションにおける中京大学由里宗之氏の報告要旨より。http：〃www．en．

　kyushu－u．ac．jp／－lwata／JSME／00f－yuri．pdf参照。

3）Carro1l，A．B一，（1979）肋s伽s∫＆∫㏄｛吻、South－West　Pub1ishing，p503参照。

　社会的責任を4段階に分け，経済的責任＜法的責任＜道義的責任く社会貢献と順序

　付け，後者ほど高く評価するもの。わか国ではいまだこれに類する考え方が流布し

　ているが，この枠組みに従うと，例えば株主に配当できない企業は社会貢献によっ

　てレピュテーションを高め消費者の支持を得るという行動がとれなくなるなど，不

　都合が生じよう。

4）「啓発された自己利益」，「権力一責任均衡法圓1」」に関する批判を含め，80年代以

　前のこの領域に関する議論は，谷本（1987）に詳しい。

5）谷本（2002）を参照。

6）　Friedmam，J．，（1992）を参照。

7）　PorteL　M．E．，（1995）”The　Competitive　Advantage　of　the　Imer　City”，Har－

　vard　Busmess　Review，73（May－June）を参照。

8）但しCDCUの場合，貸出先は組合員のみに限られるという制約がある。

9〕90年代にCRAはさらに数次の改訂を経ているが，高月昭年（1999）「銀行構造

　の変化と資金地元公平還元法の拡大」『証券経済研究』第20号はCRAがレッドラ

　イニング対策というよりも金融機関にヨリ積極的社会貢献を求めるものに変わりつ

　っあることを指摘している。

1o）公表は各金融機関の監督機関のサイトで行われる。一般的な州法非加盟の商業銀

　行の場合，監督機関は連邦預金保険公社FD1Cてあり，http：〃www2．fdic．gov／

　dcacra／index－cfmにて評価書が公開されてい孔

u）　具体例としてはバンク・オブ・アメリカのコミュニティ・デペロップメント・バ

564



オルタナティプな銀行の「社会的」な融資 （79）

　ンキング部門や、フリート・バンク・ボストンのファースト・コミュニティ・バン

　ク等があげられる。

12）CDFlに対する金融・技術支援等を行うCDF1プログラムとCDFIを支援したり

　直接CeDに関わる一般金融機関を表彰するバンク・エンタープライズ・アウォー

　ド・ブログラムからなる。

13）一般金融機関はCDFIに資金を預託することでCRAの評価上プラスとなる。

14）前述のSIFの調査によるとCDF1によって投入されている資金量は，1995年，

　1997年の40億ドルか1999年に54億ドル，2001年に76億ドルと急増中である。

15）事業者に対する資金に絡む支援以外に，低所得者に対し貯蓄や生活の改善と向上

　の指導も行っている。

16）2001／06／Ilに行なった持株会社ショアバンク・コーポレーション。ビジネス・

　バンキング部門担当副社長L．スミス氏へのインタビ旦一より。

17）　同上インタビューより。

18）　ショアバンクのケースでは上記のようにグループの企業，NPOを利用している

　が，NYブルックリンのCD　Bank，コミュニティ・キャピタル・バンクの場合は．

　外部のNPOや近隣大学の学生グループに債務者の経営指導を委嘱している（2001／

　06／05に行なった同行副社長兼支店長J．C．ゲイル氏へのインタヒューより）。

19）上言己2001／06／11インタビュ’より。

20）市民社会セクターからのプラスのサンクションの例としては，SRI関連の投資ア

　　ドバイザーで実際に投資信託の販売もしているカルパート・グループが，ショアバ

　ンクの大口預金先となっていること（2001／06／Hインタビューより）が挙げられる。

　また，政府セクターからのプラスのサンクションの例としては，注18のコミュニ

　ティ・キャピタル・バンクが2000年12月にニューヨーク州より1千万ドルの預金を

　受け入れたケースが挙げられる（同預金は同銀行の2001年12月時点の総預金残高の

　約15％というウェイトを占めている）。http：〃www．communitycapitalbank．

　com／cgi／conten仁p1？action＝press＋releases＋artic1e＆ID＝63250990986846367

21）　上記2001／06／11インタヒューより。

22）2001／06／11ショアバンクの貸出案件審査会議に筆者か出席した際の審査内容よ

　り。

23）　ただし，これらの基準の最大のネソクは，それを外部から検証し得ないことであ

　る。従って，その判定については多くの主体による多面的な評価を待っほかなかろ

　う。
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